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１ 

 

 
 

 

 
取組概要 

 

  

 
内容： 北海道では、関係団体間の情報共有と相互利用の促進を図るためクラ

ウドを基盤とする水土里情報システムを運用している。 
令和３年度より第３期目となる新たなシステムへと移行するにあた

り、利便性の大幅な向上を図り、更なる「共有・相互利用」を推進する。 
 
経緯：○ 北海道は運用当初からクラウドによる情報の一元化を図り、道内の

農振区域を概ねカバーする航空写真（デジタルオルソ）を概ね５年周
期で更新するなど共同利用を推進。 
○ 平成 27 年度から運用する現行システムが、OS のサポート終了等か
ら継続が困難となり、後継システムへの移行検討に着手。 

○ 検討には将来的な発展性や拡張性を重視。道内の団体にも導入実績
が豊富で製品としての信頼性も高い ESRI 社の「ArcGIS Enterprise」
を基本システムに採用することを決定。 

○ 従来からの「共有・相互利用」の促進という運用の基本方針は変え
ず、モバイル利用の促進等、利便性の大幅な向上により更なる利用拡
大を図る。 

 

 

新システムへの移行を契機とした共有・相互利用の更なる推進への取組

みについて紹介します 

今回紹介する団体：水土里ネット北海道 
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取組による効果 

 

  

・ タブレットやスマートフォンからでも利用可能なマルチデバイス対応に 
よって、従来と比較し利活用シーンが拡大。 

・ 現地調査等で利用可能な専用アプリを複数ラインナップすることで、情報
の取得・蓄積機会の増加を図り、システム内で取り扱う情報の充実に貢献。 

 

 

 

 

 

 

・ 情報の「見える化」をより一層推進することで、共有・相互利用のメリッ
トを最大限享受することが可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
今後の活用予定 

 

  

・ 令和３年７月より新システムの本運用を開始。 
・ コンテンツや現地調査アプリの構成は、適宜カスタマイズを行い運用。 
・ 「農業水利施設管理の省力化」、や「人・農地プランの実質化」、「日本型直
接支払制度での有効活用」等に向けた支援機能の充実・強化を順次展開予定。 

 

 
ＧＩＳシステムのバージョン情報 

 

  

ArcGIS Enterprise Ver.10.8.1 

 

■お問い合わせ先 

北海道土地改良事業団体連合会 技術部 地域支援課   011-206-6209（直通） 
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取組概要 

 

  

 
内容： 中山間地域等直接支払制度の申請に必要な集落協定および対象農用地

を水土里システムに入力し、対象農用地の位置確認と併せて交付申請に
必要な団地傾斜計測を行い、基礎資料（データ）を作成する。 

 
経緯：① 以前は、対象農用地および制度に該当する傾斜区分かを地形図から

標高を取得し、確認作業を行っていたため、該当するか把握するまで
に時間を要していた。 

② 平面図により対象農用地、地形計測結果を手作業により作成してい
たため、対象農用地、地形計測結果の変更、修正が容易にできなかっ
た。 

③ 第５期対策（令和２～６年度）に向けて、担当者が部署異動になっ
てもスムーズな引継ぎが出来るように管理していきたいと要望があっ
た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※数値等を手入力し図面を作成。 

 
 

水土里情報を活用した中山間地域等直接支払いについて紹介します 

今回紹介する団体：水土里ネットやまなし 
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取組による効果 

 

  

・  取り組み前は、地形図（紙ベース）により標高、距離を計測した結果を基
に傾斜度を求めていたが、水田地帯は等高線が少なく標高を求めることが困
難であった。 

・  今回、GIS を活用し、２,５００レベルの TIN データ作成および傾斜計測
時の参考に等高線作成を行ったことで、今後は、担当者が変わっても、等高
線と対象農用地を見ながら傾斜計測が容易に出来るようになり、根拠資料作
成の時間短縮につながると共に対象農用地を含めて一括管理も図れる。 

 
 

 
今後の活用予定 

 

  

・ 本取り組みでは水土里 Maps へ標高 TIN データ作成および対象農用地を入
力し管理が容易に出来るようにしたが、一部閲覧版での作成依頼の相談もあ
る事から中山間地域等直接支払制度の根拠資料作成、修正の支援をしてい
く。 

・ また、新たに導入したクラウドシステムで傾斜計測結果の登録が出来るよ
う改修を行い、閲覧版ユーザを含めて一括管理の推進を図っていきたい。 

 

 
ＧＩＳシステムのバージョン情報 

 

  

GIS アプリ  ：水土里 Maps ver7.1 
GIS エンジン ：SIS7.1 SR3 

 

■お問い合わせ先 

山梨県土地改良事業団体連合会（水土里ネットやまなし）事業課  055-235-2653 
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取組概要 

 

  

 
内容： 水土里情報システム（Web 版農地・施設情報管理システム）において、

用水機場、排水機場の位置情報と属性情報（施設名、所有者、管理者、
事業受益、設置事業、事業費、補修履歴等）およびその受益範囲を登録、
管理し、システム上で位置情報と属性情報を結合表示することにより、
施設状況の可視化が可能となり、施設の長寿命化の検討に活用する。 

 
経緯：① 国営造成施設の詳細情報は国の提供

により整備されているが、県営・団体営
施設の情報整備は十分ではない。 
② 県全体の農業水利施設の保全管理の
充実、強化に向けてシステムを活用し
た情報の蓄積・共有・可視化を通じ、関
係者間の共有を図る。 

 
 

 

 
取組による効果 

 

  

○ 地図上で施設の情報や補修履歴を管理・把握でき、関係者間の情報共有を図
ることで適切な保全管理や対策箇所の検討など、施設の長寿命化対策の推進が
可能となる。 

 

 
今後の活用予定 

 

  

○ 施設の老朽化や災害リスクに対応した水利施設の保全管理と機能強化。 

 

 
ＧＩＳシステムのバージョン情報 

 

  

農地・施設情報管理システム Ver 1.3.1 

 

■お問い合わせ先 

石川県土地改良事業団体連合会総務部企画管理課     076-249-7182（直通） 
 

水土里情報を活用した農業水利施設情報可視化業務について紹介します 

今回紹介する団体：水土里ネットいしかわ 
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取組概要 

 

  

 
内容： 香川県ため池保全管理サポートセンターで、防災重点農業用ため池の

劣化状況調査を行うにあたり、水土里情報システムに登録された、ため
池の位置情報や諸元を、 Google マイマップと連携し、効率化を図った。 

経緯： 香川県には中山間地域に位置した小規模なため池が多数あり、進入路
は管理者しか分からないようなあぜ道である場合が多い。また、ため池
密度が高く、近隣に同規模の池が複数あり、調査対象ため池の判断が難
しいことも多くある。 
そのため、現地状況により縮尺を自在に変更で

き、かつ、調査対象ため池の位置情報と諸元を確
認できるシステムが必要となったため、ため池の
位置情報と諸元を Google マイマップに登録し、
Google マップ上に表示できるようにした。 
Google マップは、様々な端末で日常的に使われ

ており、調査員が容易に操作可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google マップを利用した現地調査への活用について紹介します 

今回紹介する団体：香川県土地改良事業団体連合会 
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取組による効果 

 

  

中山間地域のため池の周囲は耕作放棄地
となり、山林化している場合が多い。そのよ
うなため池では、山林の道を歩いて現地調査
を行わなければならない。 
ため池の場所と現在地が、タブレットやス

マートフォンの Google マップ上に表示され
るので、調査対象ため池との位置関係の把握
が容易となり、迷うことなく調査対象ため池
に到達することができる。 
 
 
 
 
 

 

 
今後の活用予定 

 

  

今回活用した Google マップの活用につい
ては試行段階であるが、以下について検討し
たい。 
① ため池だけでなく、水路、農道、頭首
工、機場、水門など、他の土地改良施設
の現地調査 

② 写真や劣化状況診断記録簿など調査
結果との連携 

 
 
 
 
 
 

①水路等を反映した Google マップ（試行） 
 

 
ＧＩＳシステムのバージョン情報 

 

  

GIS ソフト ： Arc GIS Desktop Ver10.7.1 
現地確認  ： Google マップ 

 

■お問い合わせ先 

香川県土地改良事業団体連合会 会員支援課        087-832-7140 
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取組概要 

 

  

 
内容： 令和２年７月豪雨において、農地、農業用施設が甚大な被害を受けた。

これらの被害情報を水土里情報に入力することで、県、市町村の関係機
関で被害情報（位置、施設、被害量）の共有化を図り、迅速に災害復旧
の対応を行うことができた。 

経緯： 熊本県南部の９地点において１２時間の降水量が観測史上１位を記録
し、河川の大氾濫を引き起こし、浸水、土砂堆積等により、農地、農業
用施設が多くの被害を受けた。 
被害状況の全容を把握し、迅速に災害復旧を行うためには、県、市町
村が連携して対応する必要があり、そのためには、被害情報を関係機関
で共有化する必要があった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

水土里情報システムを活用した令和２年７月豪雨災害における取組みに

ついて紹介します 

今回紹介する団体：熊本県、水土里ネット熊本 
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取組による効果 

 

  

１．被害箇所の現地調査結果について、調査日と同日に情報を共有 
被害状況調査の結果を、ＧＩＳを活用して県、関係市町村間で最新の情報

を共有することにより、翌日の調査計画に反映（予定地点、班体制）し、進捗
状況を管理するなど、効率的に全域の被害状況を確認することができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．関係機関が情報を共有し、連携して災害復旧に対応 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
今後の活用予定 

 

  

豪雨災害は近年、どこででも起こり得る状況であり、今回の対応で、被害全容
を把握可能なＧＩＳデータの整備及び情報共有の有用性が実証された。今後は、
災害発生時のＧＩＳ活用手順をシステム化し、関係団体に共有することで、より
迅速で効果的な災害対策の実現に取り組む。また、災害発生箇所の情報は、空間
検索により筆情報へ落とし込むことで、田んぼダム等の流域治水の実施計画作り
への活用が期待される。 

 

 
ＧＩＳシステムのバージョン情報 

 

  

GIS エンジン：ArcGIS Runtime10.3.1 

 

■お問い合わせ先（全体） 

熊本県土地改良事業団体連合会 会員支援課水土里情報係  096-348-8802（直通） 
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令和３年３月 19 日（金）に令和２年度地理情報システム高度利用推進事業の研修

会が開催されました。 

地理情報システム高度利用推進事業は、農業水利施設の管理体制の強化のため、施

設の日常管理にドローン等の新技術を活用し、ドローン等で取得したデータを既存

の地理情報システムに蓄積し、関係者間で共有・利用することよる施設管理の省力

化・高度化を推進するため、令和２年度から令和４年度までの３か年（予定）の計画

で実施しているものです。同事業では、地理的・気候的

な条件等が異なる国内３か所（北海道、岩手県、大分県）

において、ドローン等の新技術を活用した実証調査を行

うとともに、実証調査によって得られた成果や課題を横

断的に取りまとめ、ドローン等の新技術の施設管理への

利活用を全国的に展開するための「手引き」を作成し、

全国の土地改良事業関係者に提供することとしていま

す。 

本研修会は、実証調査によって得られた年度毎の成果

等を土地改良事業関係者と共有することを目的として、

各実証調査実施地区の近郊で実施予定でした

が、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観

点から、今回は web 形式での開催となりまし

たが、全国から 300 人を超える土地改良事業

関係者の参加を得ることができました。 

また、本研修会には農研機構農村工学研究

部門農地基盤工学研究領域農地利用ユニット

の栗田上級研究員から「農業・農村における

ドローン空撮・３次元化技術の活用」と題し

てドローンの活用事例等を交えた説明があ

り、その後の実証調査の報告でも、今後の調

査方法等についてアドバイスをいただきまし

た。 

令和４年度の「手引き」のとりまとめに向

け、本研修会は、来年度も開催予定であり、研

修会の開催形式、日程が決まりましたらご案

内しますので、現場の課題に対応した、より

充実した「手引き」がとりまとめられるよう、

是非、積極的に参加していただきたいと思います。 

 

＜参考：研修会の中で紹介のあったドローン等に関する基本的な資料＞ 

ＵＡＶに関する手引き等：関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所ＨＰ 

https://www.maff.go.jp/kanto/nouson/sekkei/kokuei/tonecho/challenge/02.html 

令和２年度地理情報システム高度利用推進事業の研修会が開催されました 

WEB 研修会の配信状況（全土連） 

WEB 研修会の参加状況（岩手県土連） 

WEB 研修会における質疑応答の状況 
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